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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２７年６月２５日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                    委   員  小須田   敏 

                    委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２６年９月３０日 ００時０５分ごろ 

発生場所 福岡県北九州市馬島西方沖 

馬島港西防波堤灯台から真方位２９２°１,７５０ｍ付近 

（概位 北緯３３°５８.２０′ 東経１３０°５０.１８′） 

事故調査の経過 平成２６年９月３０日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 貨物船 LALUAN
ラ ル ア ン

（パナマ共和国籍）、７,６８９トン 

   ９６５４４７６（ＩＭＯ番号）、GROWING MARITIME S.A. 

   １１０.８０ｍ（Lr）×１９.６０ｍ×１１.３０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、３,３００kＷ、２０１２年１０月２６日（建

造年月日） 

Ｂ 貨物船 DONGJIN
ド ン ジ ン

 KOBE
コ ウ ベ

（大韓民国籍）２,９２１トン  

   ９１５３８４８（ＩＭＯ番号）、DONGJIN SHIPPING CO.,LTD 

   ８３.７５ｍ×１４.５０ｍ×９.２０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、１,９３９kＷ、１９９６年８月２日（建造年

月日） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ（ミャンマー連邦共和国籍） 男性 ４９歳 

  締約国資格受有者承認証 船長（パナマ共和国発給） 

交付年月日 ２０１１年４月２７日 

（２０１５年６月２０日まで有効） 

Ｂ 航海士Ｂ（大韓民国籍） 男性 ４９歳 

三級航海士（大韓民国発給） 

 交付年月日 ２０１２年１０月１６日 

       （２０１６年１２月３１日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 左舷船尾外板に破口を伴う凹損 

Ｂ 左舷船首外板に亀裂を伴う凹損、船首マストに傾斜 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａほか１６人（全員ミャンマー連邦共和国籍）が乗り

組み、大韓民国光陽
クアンヤン

港を出港し、大分県津久見市津久見港に向け、

約１０.５ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で、馬島西方



- 2 - 

沖を南進していた。 

船長Ａは、関門海峡通航に備えて昇橋して操船指揮を執り、平成２

６年９月２９日２３時４０分ごろから当直交替した航海士を見張り

に、甲板手を操舵につけた。 

船長Ａは、３０日００時００分ごろ、馬島西方の片島から藍島南端

に引かれたＡＳ位置通報ライン（以下「ＡＳライン」という。）を通

過し、関門海峡海上交通センター（以下「関門マーチス」という。）

に位置通報を行った際、関門マーチスからＡ船の左舷前方からＡＳラ

インに向かうＢ船が反航している旨の情報を受けた。 

船長Ａは、００時０２分ごろ関門マーチスにＢ船と左舷対左舷で航

過する旨を回答し、Ｂ船の動静を見ていたところ、右転する様子を見

せないで接近するので、注意を喚起するつもりで、Ｂ船に向かって昼

間信号灯で点滅照射したが、同じ針路で接近を続けるので、右舵を指

示した頃に、Ｂ船に僅かな右転を認めた。 

Ａ船は、００時０５分ごろ、馬島港西防波堤灯台から真方位２９

２°１,７５０ｍ付近で、Ａ船の左舷船尾とＢ船の左舷船首とが衝突

した。 

Ａ船は、衝突後、関門マーチスの指示により、六連泊地に投錨し

た。 

Ｂ船は、船長Ｂ（大韓民国籍）及び航海士Ｂほか１３人（大韓民国

籍３人及びミャンマー連邦共和国籍１０人）が乗り組み、２９日２２

時５０分ごろ関門港太刀浦岸壁を出港し、大韓民国釜山
プ サ ン

港に向け、約

１２.５knの速力で、関門航路を西航していた。 

船長Ｂは、太刀浦岸壁を離れた後、関門マーチスにＢ船が関門航路

を西航してＡＳラインを通過する旨通報した。 

航海士Ｂは、２３時４５分ごろ、操舵手Ｂと共に航海当直に入り、

操舵手Ｂを操舵につけた。 

船長Ｂは、周囲を確認した後、航海士Ｂに操船の指揮を任せて降橋

した。 

航海士Ｂは、２３時５０分ごろＡＩＳデータが表示されるレーダー

で、反航してくるＡ船の船名を確認した。 

航海士Ｂは、馬島西方沖に至った頃、Ａ船の両舷灯が見えたような

気がしていたところに、３０日００時０３分ごろ関門マーチスからＡ

船と左舷対左舷の通過を言われたので、混乱してしまい、Ａ船から昼

間信号灯を点滅照射されたものの北西進を続け、直前に右舵一杯を取

った。 

Ｂ船は、００時０５分ごろＡ船と衝突した。 

Ｂ船は、衝突後、関門マーチスの指示により、六連泊地に投錨し

た。 

（付図１ 航行経路図、付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋）、付表２ 
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Ｂ船のＡＩＳ記録（抜粋） 参照） 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 南南東、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 高潮時（北九州市八幡） 

 その他の事項 

 

六連島の西側には、灯浮標によって関門第２航路北口と接続する水

路（以下「六連西水路」という。）が設けられており、六連西水路は

馬島西方沖でくの字形に屈曲していた。 

船長Ａは、夜間であったので、汽笛による信号を行うことを考え

ず、昼間信号灯を点滅照射した。 

衝突場所付近には、Ａ船及びＢ船しか航行していなかった。 

航海士Ｂは、部員のときは数え切れないほど、また航海士となって

からも数度は関門海峡を通航していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ なし、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、六連西水路の右側を馬島西方沖の屈曲部に向けて南進中、

同屈曲部で右転せずに北西進するＢ船に対し、昼間信号灯を点滅照射

して注意喚起を行った後、衝突を避けるために右舵を取ったものの、

Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、六連西水路を北西進中、航海士Ｂが、複数の情報に混乱

し、馬島西方沖の屈曲部を直進したことから、Ａ船と衝突したものと

考えられる。 

 航海士Ｂは、馬島西方沖に至った頃、Ａ船の両舷灯が見えたような

気がしていたところに、関門マーチスからＡ船と左舷対左舷の通過を

言われたので、混乱してしまい、Ａ船から昼間信号灯を点滅照射され

たものの屈曲部を直進したものと考えられる。 

 航海士Ｂは、関門第２航路及び六連西水路において、船長Ｂが降橋

して単独で操船を行うこととなったことから、複数の情報に混乱し、

周囲の状況を適切に判断できなくなった可能性があると考えられる。 

原因  本事故は、夜間、六連西水路の馬島西方沖の屈曲部において、Ａ船

が南進中、Ｂ船が北西進中、航海士Ｂが、複数の情報に混乱し、馬島

西方沖の屈曲部を直進したため、両船が衝突したことにより発生した

ものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・接近する船舶で船名が判明してＶＨＦ無線電話が使用できる場合

は、互いに自船の意図を直接に伝えること。 

・狭い水道等を航行する際は、船長自身が操船の指揮を執り、航海

士を操船の補助につけることが望ましい。  



 

付図１ 航行経路図 
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事故発生場所 

（平成２６年９月３０日 ００時０５分ごろ発生） 
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付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

 

平成２６年９月２９日及び３０日 

時刻 

(時:分:秒) 

北 緯    

 （°-'  -") 

東 経    

 （°-'  -") 
船首方位(°) 対地針路(°) 対地速力(kn) 

23:58:03 33-59-26.4 130-50-28.7 190 191.0 11.2 

23:58:35 33-59-20.3 130-50-27.2 190 191.0 11.2 

23:58:54 33-59-16.8 130-50-26.4 190 191.0 11.3 

23:59:15 33-59-13.0 130-50-25.5 190 190.8 11.3 

23:59:35 33-59-09.4 130-50-24.7 190 190.8 11.3 

23:59:54 33-59-05.7 130-50-23.9 191 190.3 11.3 

00:00:15 33-59-02.0 130-50-23.0 191 191.3 11.3 

00:00:44 33-58-56.5 130-50-21.7 189 190.3 11.3 

00:01:03 33-58-53.0 130-50-21.1 189 189.3 11.2 

00:01:25 33-58-49.1 130-50-20.3 190 189.8 11.2 

00:02:03 33-58-42.0 130-50-18.6 191 191.3 11.1 

00:02:35 33-58-36.5 130-50-17.2 191 192.3 11.0 

00:02:53 33-58-33.3 130-50-16.3 190 193.1 10.9 

00:03:13 33-58-29.8 130-50-15.3 190 193.0 10.9 

00:03:35 33-58-25.7 130-50-14.1 190 193.2 10.8 

00:03:45 33-58-24.0 130-50-13.6 190 193.5 10.8 

00:04:03 33-58-20.9 130-50-12.7 191 192.9 10.8 

00:04:25 33-58-17.3 130-50-11.9 206 191.5 10.5 

00:04:45 33-58-14.2 130-50-10.4 228 203.3  9.8 

（注）船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。 
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付表２ Ｂ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

 

平成２６年９月２９日及び３０日 

時刻 

(時:分:秒) 

北 緯    

 （°-'  -") 

東 経    

 （°-'  -") 
船首方位(°) 対地針路(°) 対地速力(kn) 

23:58:10 33-57-11.7 130-51-21.7 318 317.5 12.9 

23:58:30 33-57-14.9 130-51-18.2 317 317.6 12.8 

23:58:50 33-57-18.1 130-51-14.6 316 316.8 12.8 

23:59:11 33-57-21.1 130-51-11.1 317 316.1 12.7 

23:59:30 33-57-24.2 130-51-07.6 316 315.8 12.7 

23:59:50 33-57-27.2 130-51-04.1 316 315.1 12.6 

00:00:00 33-57-28.7 130-51-02.3 317 315.8 12.6 

00:00:40 33-57-34.8 130-50-55.3 315 315.0 12.5 

00:01:00 33-57-37.7 130-50-51.7 315 315.0 12.5 

00:01:19 33-57-40.5 130-50-48.3 314 314.4 12.5 

00:01:30 33-57-42.1 130-50-46.3 314 314.0 12.5 

00:01:51 33-57-45.0 130-50-42.6 314 313.3 12.5 

00:02:09 33-57-47.6 130-50-39.4 314 313.7 12.5 

00:02:30 33-57-50.7 130-50-35.3 314 313.4 12.5 

00:02:51 33-57-53.6 130-50-31.7 315 313.7 12.5 

00:03:09 33-57-56.5 130-50-28.3 316 315.1 12.5 

00:03:30 33-57-59.6 130-50-24.6 315 316.3 12.5 

00:03:51 33-58-02.6 130-50-21.1 314 315.0 12.5 

00:04:09 33-58-05.2 130-50-17.9 312 313.7 12.4 

00:04:29 33-58-07.9 130-50-14.2 322 309.0 12.1 

00:04:51 33-58-10.9 130-50-10.9 359 326.0 10.9 

（注）船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。 

 


